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 LSA重油購入（単価契約）その6

LSA重油の購入

予定購入量

池田下水処理場20KLタンク L

池田下水処理場12KLタンク L

笠原川右岸ポンプ場12KLタンク L

土岐川左岸ポンプ場15KLタンク L

設計概要

1L当り

5,000

多 治 見 市 役 所

設 計 概 要

設計金額（税込み）
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LSA重油の購入（税抜き）
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設 計 金 額
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燃料購入費

 LSA重油購入（単価契約）その6

LSA重油

池田下水処理場

20KLタンク ℓ 5,000

池田下水処理場

12KLタンク ℓ 2,000

笠原川右岸ポンプ場

12KLタンク ℓ 2,000

土岐川左岸ポンプ場

15KLタンク ℓ 2,000

小計

計

消費税及び地方消費税の額 式 1

計

本　　　業　　　務　　　内　　　訳　　　書
摘 要



多治見市建設水道部

第 号 上下水道施設課

 LSA重油購入（単価契約）その6

多治見市 前畑町 5丁目地内 他2ヶ所 ・ 池田下水処理場

・ 笠原川右岸ポンプ場

・ 土岐川左岸ポンプ場

LSA重油の購入

池田下水処理場 20KL地下タンク

池田下水処理場 12KL地下タンク

笠原川右岸ポンプ場 12KL地下タンク

土岐川左岸ポンプ場 15KL地下タンク

(予定購入量は最低量を保証するものではない） L

1回の最小購入量 L

非常用発電設備及び雨水排水ポンプ用ディーゼルエンジンの燃料

本事業は、期間が令和8年2月1日から令和8年3月31日までの単価契約です。

入札書には、1L当りの税抜き単価を記入してください。

・ 入札額の最も安価であった業者と入札金額に消費税を加算した額（単価に１円未満

の端数が生じる場合は小数点第３位を切り捨てた額とする。）で契約を締結する

ものとする。

・ LSA重油は現地タンク内納入を原則とし、納入日については監督員と協議の上、

決定する。

・ 非常用発電機及び雨水排水ポンプに使用する燃料である為、緊急時にいたっては、

発注に対し速やかに納入すること。

・ 停車時のアイドリングストップ等により環境負荷の低減に努める。

・ タンクローリー等燃料運搬車両には、給油時の燃料流出事故を想定し、オイルスポ

ンジなどの油漏れ対策用油吸着材を搭載すること。

・ 給油時には給油口の監視を行い、万が一漏れなどが生じた際には適切に処置を行う

こと。

・ 提出する書類には再生紙を使用し、事業に掛かる消耗品等についても再生品を優先

利用するなど、グリーン購入に努めるものとする。

・ 妨害又は不当要求に対する通報義務

1. 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に

照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約

の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不

当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

2. 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に

契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求す

ることができる。
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